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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№１～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

寝ころびスペース・日除けエリア

②活用する場所 市民交流ひろば（太陽のひろば〔芝生〕）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

日除け、イス、机（テーブル）、レジャーシート

・寝ころびスペースに関しては、レジャーシートの利用はほとんどありませんでした。朝の小雨から
　晴天に変わり、日差しが強くなってきたので、ほぼ日陰のブースを利用する方のみとなっておりま
　した。何人かが寝ころんだり、日差しが弱かったりすれば、利用が増えたかもしれません。
・日陰エリアについては、利用者はほぼ日陰の場所に置いたイスやテーブルの場所に座り、食事を
　取ったり、友人・家族とおしゃべりしたり、自由に利用していました。テーブルやイスが事務的な
　物より、少ししゃれた物の方が良いように感じました。
　ある来場者様が、「座って食事を取りながら、お茶もできて、心地よい音楽を聴けるって贅沢
　よね」と話していたのが、印象的でした。
　お天気に恵まれたことで、心地良いスペースを提供できたと思いますが、雨の場合、気温が高い
　とき、あるいは寒いときなどの利用形態については、検証が必要かと感じました。
・案外風が強く、テントやスタンプラリーの用紙が飛ばされてしまったので、設置に工夫が必要
　です。スタンプラリーは、子供に大人気でした。

⑨当日の感想や反省点

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 佐久市公園条例に基づく公園内行為（占用）許可申請

２）守って欲しい約束
公園を損傷、汚損しないようにしてください。（ゴミ箱の設置は必須）
騒音など、近所にお住いの方に迷惑となる行為は慎みましょう。

１）対象とする人（利用者）

・どなたでも

２）目標設定

・利用者に、できるだけ長い時間滞留してい

ただき、居心地の良い空間を楽しんでもらう

３）提供するサービス

・可動イスと机（テーブル）の設置

・レジャーシートの無料貸し出し

・葭簀（よしず）による日除けの設置

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・特になし

JWS16306
タイプライタ
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№２～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

心地良い音楽ライブ演奏

②活用する場所 市民交流ひろば（太陽のひろば〔簡易ステージ・芝生〕）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

楽器など

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

アンプ、スピーカー、日除け、イス、机（テーブル）、レジャー
シート

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 佐久市公園条例に基づく公園内行為（占用）許可申請

２）守って欲しい約束
騒音など、近所にお住いの方に迷惑となる行為は慎みましょう。
音響利用は9時から17時まで。音量に注意しましょう。

⑨当日の感想や反省点

・屋外イベントなので、天候に恵まれたことが全てといっても過言ではない。
　当初ステージ上ではなくよしずテント、或いは入場者と同じ目線での演奏を計画していたが、
　早朝よりステージ上にPAのセットがされてしまった事と、雨と風の心配があったため安全上の
　観点からステージ上にテントを配置した。（風の影響を受けにくい）
・演奏者は６組で（７名）でひろば及び駅前で交互に演奏を行った。
　機材無しの生演奏も可能であったが、屋外の場合演奏者の満足感に不満が出るため譲歩した形と
　なった。音量については極力低く抑える様要請したが、それでも若干耳につく場面もあったよう
　に思う。
・演奏者については女性並びに若い世代の出演があったら良かったと考えている。
・今回は実験的におこなったが、日常的かつ長時間の場合はBGMを織り込むことも一考あり。

１）対象とする人（利用者）

・どなたでも

・音楽の愛好家

２）目標設定

・ここちよい音楽を聴きながら、できるだけ長

い時間滞留していただき、居心地の良い空間

を楽しんでもらう

３）提供するサービス

・地元ミュージシャンによる歌と音楽の生演奏

・寝ころびスペース、日除けエリアとの連携に

よる座り場、陰り場の提供

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・地元で活躍するミュージシャン

JWS16306
タイプライタ
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№３～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

キッチンカー・物販エリア

②活用する場所 市民交流ひろば（太陽のひろば〔クレイ・芝生〕）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

キッチンカー、調理機材一式、食品（材料）、ゴミ箱

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

日除け、イス、机（テーブル）、レジャーシート、テント、電源

⑨当日の感想や反省点

・スタート時は、パン・クレープ等の軽食系に多くのお客様が並んでおり、お昼に近くなってくる
　と、ラーメンやケバブ・焼きそばにも列ができるようになっておりました。ラーメン店は、お昼
　過ぎには完売してしまい、物販の売り上げについては、概ね満足できる程度になったと思います。
　出店数は、もう数社有っても良いかもしれません。
・スターバックスも、コーヒーと紅茶が選択でき、気持ちの良いサービスを提供して頂いたので、
　来場した方も満足している様子でした。
　イスやテーブルまでの動線も、比較的近くに配置できていたので、気軽に抵抗無く利用ができて
　いたように感じられました。
・天候が悪いときや、雪の時・寒暖の状況によっては、販売業種や飲食をするスペースの配置場所・
　動線距離等検討の余地がありそうです。

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き
佐久市公園条例に基づく公園内行為（占用）許可申請
食品衛生法に基づく営業許可申請（調理を伴う場合）

２）守って欲しい約束
公園を損傷、汚損しないようにしてください。
（ゴミ箱の設置は必須。調理に係る雑排水は適正に処理してください。）
騒音など、近所にお住いの方に迷惑となる行為は慎みましょう。

１）対象とする人（利用者）

・どなたでも

２）目標設定

・飲食をしながら、できるだけ長い時間滞留

していただき、居心地の良い空間を楽しん

でもらう

３）提供するサービス

・キッチンカーや簡易店舗による飲食の販売

及び試飲

・寝ころびスペース、日除けエリアとの連携

による座り場、陰り場の提供

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・キッチンカー、簡易店舗による出店が可能

な飲食業者（食材工房光志亭、クレープリ

ヨン、エルアンドフーティア、お好み焼き

多美ちゃん、パン工房誉、スターバックス

コーヒー）

JWS16306
タイプライタ
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№４～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

外遊びチャレンジラボ

②活用する場所 市民交流ひろば（太陽のひろば〔芝生〕）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

テント、ブルーシート、関連機材、消耗品など

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

机、コーン（区画用）、消耗品など

・子どもたちに大好評でにぎわった。
・のんびりした遊びが新鮮で、特に大型遊具に飽き足らない小学生以上の子どもたちがよく遊べて
　よかった。
・ときどき、このような遊びをしていると子どもたちがひろばにくる楽しみが増えてよい。
・午後の強風で、道具が飛ばされて店じまいになってしまったので、今後は風対策も必要。

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 佐久市公園条例に基づく公園内行為（占用）許可申請

２）守って欲しい約束
公園を損傷、汚損しないようにしてください。（ゴミ箱の設置は必須）
騒音など、近所にお住いの方に迷惑となる行為は慎みましょう。

⑨当日の感想や反省点

１）対象とする人（利用者）

・主に小学生以下の子ども

２）目標設定

・子ども向けのワークショップを同時多発的

に実施することで、できるだけ長い時間滞

留していただき、居心地の良い空間を楽

しんでもらう

３）提供するサービス

・外遊びに特化した子ども向けワークショッ

プ（とばすラボ、ころがすラボ、親子で探

検感触あそび、ポップコーンづくり）

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・キッズサポーター、上田女子短大ほか

JWS16306
タイプライタ
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№５～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

動物ふれあいコーナー

②活用する場所 市民交流ひろば（こもれびの森）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

柵、関連機材など

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

⑨当日の感想や反省点

・多くの家族連れや子供達が、動物との触れ合いを体験し、たいへん賑わっていた。少しでも、動物
　に触れることで、癒やしや居心地の良さを感じてもらえていたと思う。
・スタンプラリーの効果があり、スタンプを押しに来て動物の方へ移動する人が多数見受けられた。
　手洗い水栓が動物の柵の側にあり、動物と触れ合った後すぐに手を洗える環境が、より多くの人の
　利用に繋がったと思われる。
・子供を対象としたブースだったが、大人が馬について生徒さんに詳しく話を聞いたり、長らく見続
　けたりしていたので、柵の周りにイスを置いて大人の癒し・憩いをテーマに、落ち着いた大人向け
　ブースにしても良いと感じた。

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 佐久市公園条例に基づく公園内行為（占用）許可申請

２）守って欲しい約束
公園を損傷、汚損しないようにしてください。（ゴミ箱の設置は必須）
騒音など、近所にお住いの方に迷惑となる行為は慎みましょう。

１）対象とする人（利用者）

・主に小学生以下の子ども

・動物が好きな方

・癒しを求めている方

２）目標設定

・動物とのふれあいコーナーを設けることで、

できるだけ長い時間滞留していただき、居

心地の良い空間を楽しんでもらう

３）提供するサービス

・佐久平総合技術高等学校による木曽馬、

ヤギ、ウサギの展示及びふれあい

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・佐久平総合技術高等学校

JWS16306
タイプライタ
５



居心地の良い空間づくりのアイデア　～№６～
①タイトル
（キャッチフレーズ）

オープンカフェ

②活用する場所 佐久平駅前蓼科口広場（満月の池周辺）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

キッチンカー、調理機材一式、食品（材料）、ゴミ箱

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

イス、机（テーブル）、テント

⑨当日の感想や反省点

・お客様は少なかった。電車の乗降時間のみ、お客様が少し来た。
・販売を目的とするのであれば、佐久平駅前より、交流広場の方が良いと感じた。
・居心地の良さを考えた時、農産物等の販売が必要なのか、一考する必要がある。購入してすぐに食べられる
　リンゴ等の農産物であれば食場となるので良いが、白ネギでは・・・。
・駅利用者には、到着後何れかの目的があるため、駅前広場で足を止める方は少ない。
・初めての試みであり、駅利用者の中で物販をおこなっていることを知っていた方は少なかったはずであり、
　継続的に物販をおこなっていけば駅前でサンドイッチやコーヒーを購入して・・・との計画を立てる方が
　出てくるかもしれない。
・駅利用者には既に昼食の予定が出来ていたと思う。実施時間においてコーヒーはある程度売れたと思われる
　が、サンドイッチには朝食済み昼食予定ありと厳しい時間帯であったと思う。
・もっとロータリー近くで物販をおこなうか、音楽を物販の後ろにすれば、もう少し売れ行きは良かったかも
　しれないが、スタンプラリーによる集客も大きかったと思うので・・・。人気店の昼だけ営業でも厳しいと
　思われる。
・日影を作るには、時々テントを移動しなければならない。
・駅を利用する方達に今まで無かったサービスを提供できたことは素晴らしかったと思います。また、音楽で
　彩られた空間で販売できたことも良かったと思います。
　ただし、単なる駅前での物販のイベントとしてみるとボランティアに頼らなくてはいけない状況なので、
　継続性に欠けると思いました。ですので、物販以外の取り組みは継続しても良いかと思います。

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き
佐久市駅前広場条例に基づく行為（占用）許可申請
食品衛生法に基づく営業許可申請（調理を伴う場合）

２）守って欲しい約束
施設を損傷、汚損しないようにしてください。
（ゴミ箱の設置は必須。調理に係る雑排水は適正に処理してください。）
騒音など、近所にお住いの方に迷惑となる行為は慎みましょう。

１）対象とする人（利用者）

・どなたでも（主に駅利用者）

２）目標設定

・主にＪＲの待ち時間を有効に過ごしたい人

のニーズに応える

・心地よい空間づくりによる駅周辺の賑わい

の創出

３）提供するサービス

・キッチンカーや簡易店舗による飲食の販売

及び試飲

・既存のベンチやプラザ佐久１階との連携に

よる座り場、陰り場の提供

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・キッチンカー、簡易店舗による出店が可能

な飲食業者（ワークサポートコスモス、

佐久の泉共同作業所、佐久平総合技術高等

学校、まこも茶、おはぎ・五平餅）
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№７～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

心地良い音楽ライブ演奏

②活用する場所 佐久平駅前蓼科口広場（満月の池周辺）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

楽器など

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

イス、机（テーブル）、テント

⑨当日の感想や反省点

・心地よい音楽ライブ演奏として、ミニライブをおこなった。結論から言うと、演奏者の前に椅子を
　並べたことにより、むしろ滞在しにくくなったのではないかと思う。できれば対ステージのような
　配置ではなく、カフェスペースとして椅子やテーブルをランダムに配置して、演奏はBGM的に
　特に観客に向けてということではなく、環境にとけこんだ状態で行うのがよかったのかも
　しれない。
　普段は楽器の演奏等を禁じている場所であり、生演奏より環境音楽程度にFMなどを流しているの
　がいいのではないかと思う。

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 佐久市駅前広場条例に基づく行為（占用）許可申請

２）守って欲しい約束
騒音など、駅を利用する方の迷惑となる行為は慎みましょう。
（音楽のジャンルによっては許可できない場合があります。）
音響利用は実施時間の制約があります。音量に注意しましょう。

１）対象とする人（利用者）

・どなたでも（主に駅利用者）

・音楽の愛好家

２）目標設定

・主にＪＲの待ち時間を有効に過ごしたい人の

ニーズに応える

・心地よい空間づくりによる駅周辺の賑わいの

創出

３）提供するサービス

・地元ミュージシャンによる歌と音楽の生演奏

・既存のベンチやプラザ佐久１階「心地よい

椅子くつろぎエリア」との連携による座り場、

陰り場の提供

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・地元で活躍するミュージシャン
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№８～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

テーブルと椅子の実験エリア・雨天時くつろぎゾーン

②活用する場所 佐久平駅前蓼科口広場（三日月の池周辺・階段下）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

イス、テーブル

・駅前広場の椅子に自転車の方が来てこういうところに椅子があると非常に便利と思うとか、座って
　みはらしのいい場所ですねなどがありました。駅を利用する方のみと考えていますが、駅はランド
　マークであるため、施設併用ができることが重要だと思います。街角ピアノのような楽器が置いて
　あったり、日替りで個人の店が営業できたり、１Fはコンビニ＆イートイン席とかもあっても良い
　のではないか。
・FMさくだいらの放送をラジカセで流したが、BGMとしてとても優秀であり、恒常的に流した方
　が良いのではと思える。

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 佐久市駅前広場条例に基づく行為（占用）許可申請

２）守って欲しい約束
施設を損傷、汚損しないようにしてください。（ゴミ箱の設置は必須）
騒音など、駅を利用する方の迷惑となる行為は慎みましょう。

⑨当日の感想や反省点

１）対象とする人（利用者）

・どなたでも（主に駅利用者）

２）目標設定

・主にＪＲの待ち時間を有効に過ごしたい人

のニーズに応える

・心地よい空間づくりによる駅周辺の賑わい

の創出

３）提供するサービス

・可動イスとテーブルの設置

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・特になし
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№９～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

心地よい椅子くつろぎエリア（ミニ図書館）

②活用する場所 プラザ佐久　１階

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

読書に心地よい椅子、机、イス、カラーボックス、ブックエン
ド、本、雑誌

⑨当日の感想や反省点

・駅利用者のお子さんが本を見たり、待ち合わせの方で利用が多かった。
・椅子や音楽があるだけで、人が集う雰囲気づくりが可能となることがわかった。
・駅前広場は、新幹線をご利用になる方もいて、人が集うというよりは通り過ぎてしまう印象もあったが、
　椅子や音楽、オープンカフェなどにより、いつもとは違う駅前の空間づくりができていたと感じる。
・閲覧図書については、常時２～３人程読んでおり、ある程度の需要はあると考えられる。また、持参の
　新聞を読んでいる方もいたので新聞（前日のものでもよい）を置くのも効果があると考えられる。
・閲覧図書について、図書管理の必要があり、誰かが監視する必要があるため、イベント時の負担となる。
　可能であれば一般家庭で処分する古本を集め（寄付等、各図書館と連携）持ち出しされても問題ない本を
　置くのがよい。
・心地よい椅子について、周りの椅子（長椅子等）に座り、心地よい椅子を利用する方はおらず、周りの椅子
　が満席になって仕方なく座るような感じに見受けられた。カフェや休憩所等にある椅子の方を用意するほう
　がよい。

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 行政財産の目的外使用に関する許可申請

２）守って欲しい約束
施設を損傷、汚損しないようにしてください。（ゴミ箱の設置は必須）
騒音など、駅を利用する方の迷惑となる行為は慎みましょう。

１）対象とする人（利用者）

・どなたでも（主に駅利用者）

・くつろぎを求めている人

２）目標設定

・主にＪＲの待ち時間を有効に過ごしたい人

のニーズに応える

・心地よい空間づくりによる人の動線づくり

３）提供するサービス

・読書に心地よい椅子コンテスト受賞作品の

設置

・本及び雑誌類の供覧

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・特になし
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№１０～

①タイトル
（キャッチフレーズ）

フリースペース（コワーキングスペース）

②活用する場所 プラザ佐久　２階

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（　　　　～　　　　）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

机、イス、パーテーション、電源

・4箇所中1箇所は常時使用されており、需要はあると考えられる。
・設置箇所を他利用者に邪魔にならないように配置するのが必要である。
・配置レイアウトを他利用者からパソコン等の内容が見えないように工夫する必要がある。
・ただ設置するのではなく、張り紙等により案内した方が利用しやすいと思われる。

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 行政財産の目的外使用に関する許可申請

２）守って欲しい約束
施設を損傷、汚損しないようにしてください。（ゴミ箱の設置は必須）
騒音など、駅を利用する方の迷惑となる行為は慎みましょう。

⑨当日の感想や反省点

１）対象とする人（利用者）

・通勤に駅を利用するサラリーマン

・通学に駅を利用する学生

・出張で佐久を訪れたサラリーマン

２）目標設定

・主にＪＲの待ち時間を有効に過ごしたい人

のニーズに応える

３）提供するサービス

・簡易的な仕事や学習スペースの提供

（パーテーションで仕切られた机の設置）

・フリーWiFiの提供

・電源の提供

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・特になし
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居心地の良い空間づくりのアイデア　～№１１～
①タイトル
（キャッチフレーズ）

晴れた日は公園で Tea Time♪

②活用する場所 市民交流ひろば（太陽のひろば〔芝生〕）

③活用区分

ａ
展示発表・パ
フォーマンス

ｂ 休憩・癒し ｃ

無

作業・学習ス
ペース

ｄ
スポーツ・アク
ティビティ

ｅ
簡易店舗・移動
販売車

ｆ
多くの集客を見
込むイベント

飲食行為 有 無 販売行為 有

④活用期間 通年 単発 一定期間（H30.10～H30.10）

⑤「８つの場」の区分
a 座り場 b 眺め場 c 食場 d 陰り場

e 灯り場 f 話し場 g 巡り場 h 囲い場

⑨当日の感想や反省点

・カウンターに用意していたチラシを気にしている人が多く、反応は良かった。しかし、期間が短く認知が
　なかったため、カウンターに来て知る人が多かった。
・レジャーシートの回収等は、市で対応していただいていたので、今回の取組は負担になることはなかった。
・地域を盛り上げる面では、地元のお店や企業と協賛で行った方が良いと思う。
・お客様に内容を聞かれることがあったが、HP等を見ても分かりずらく、主旨が明確に分かるようなものが
　あると良い。
・市民交流ひろばはきれいにしているため、公園を利用するにあたって、あれがだめ、これがだめと思う方が
　多いかもしれない。
・今回いただいていたポスターのサイズが大きく、掲示場所がなく見づらかった。半分くらいのサイズのもの
　で目に付く場所に掲示できればよかった。
・時期を春やGWにやってみても良いと思う。
・駐車場の関係など細かいところで改善点があるため、試行錯誤して公共施設のスペースを利用すべきで
　ある。
・HP等はあまり見ていただけないため、店内の目に付く場所にある方が良い。
・店の入り口等に、分かりやすいキャッチフレーズの目を引くものを用意すればお互いにやりやすいのでは
　ないかと思う。

⑥アイデアの概要

⑦
備品・
用具等

１）主催者が用意する
　　もの

２）市（指定管理者）
　　が用意するもの

日除け、レジャーシート、レジャーシート回収箱、看板

⑧
条例・
規則等

１）必要な手続き 佐久市公園条例に基づく公園内行為（占用）許可申請

２）守って欲しい約束 公園を損傷、汚損しないようにしてください。

１）対象とする人（利用者）

・どなたでも

２）目標設定

・利用者に、くつろぎと飲食に着目し、できるだ

け長い時間滞留していただき、居心地の良い空

間を楽しんでもらう

３）提供するサービス

・レジャーシートの無料貸し出し

・葭簀（よしず）による日除けの設置

４）自分と利用者以外のプレイヤー

・スターバックスコーヒージャパン イオンモー

ル佐久平店

・モスバーガー 佐久平駅前店
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その他のアイデア一覧（主に周辺環境整備に関するアイデア）

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

佐久平駅前蓼科口広場 サイクルポートの整備

プラザ佐久１階 ピアノの設置

展望台からの眺望を楽しむため

結婚式ができるように

コミュニケーションツールとして

人工芝など裸足で上がれる

1階の照度を下げる

アクアリウム（水生生物の飼育装置）の設置

コワーキングスペースの設置

キッズスペースの設置

佐久平駅の標高を示す銘板の設置

キッズスペースの設置

市役所（窓口）機能の開設

駅舎とプラザ佐久のイルミネーション

佐久平を見渡せる展望台（タワー）の整備

備　　考

噴水のライトアップ

駐車場整備

伝言板の設置

イス、テーブル、パラソルのある座り場

白樺の植樹

水景施設（満月の池、三日月の池）の再整備

イス、テーブル、パラソルのある座り場

イス、テーブル、パラソルのある座り場

カウンターの設置

小海線の発車、通過時刻の掲出

ア　イ　デ　ア

ステージの常設化

遊び道具（ボールやラケット）の貸し出し

ミニ教会の設置

ハンモックの設置

星空キャンプ

水辺（ビオトープ）の創出

モスバーガー側からの横断歩道の設置

プラザ佐久１階

佐久平駅展望台

佐久平駅展望台

佐久平駅展望台

佐久平駅展望台

佐久平駅展望台

プラザ佐久１階

ミレニアムパーク

公園共通

公園共通

佐久平駅前蓼科口広場

佐久平駅前蓼科口広場

プラザ佐久１階

プラザ佐久

プラザ佐久

その他

その他

活用する場所

市民交流ひろば（太陽の広場）

市民交流ひろば（太陽の広場）

佐久平駅前蓼科口広場

市民交流ひろば（こもれびの森）

ミレニアムパーク

ミレニアムパーク

ミレニアムパーク

市民交流ひろば（太陽の広場）
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平成30年10月27日開催 

社会実験「ここちよいさく チャレンジプレイス」告知用ポスター
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